
100，800円（税込） 使途 ： 専用居室補修費

116，700円（税込） ※南部屋は月額で家賃が8,000円UPとなります

【内訳 ： 家賃48,700円、食費44,100円（1日1,470円）、管理費21,500円、リネン費2,400円（1日80円）】

九州メディカル・サービス株式会社

要介護1 要介護2

(183ｘ30日)

要介護3

(313ｘ30日) (542ｘ30日) (609ｘ30日) (679ｘ30日)

要介護4 要介護5

介護付有料老人ホーム百楽仙 別館　ご利用料金
令和 7年1月現在

・敷　金（2か月分）

・月額利用料金（②）

要介護区分
要支援1 要支援2

10 10

40 40
科学的介護

推進体制加算※3
40 40 40 40 40

高齢者施設等感染
対策向上加算(Ⅰ)※8

10 10 10 10 10

2,332 2,588 2,826 3,079

高齢者施設等感染
対策向上加算(Ⅱ)※9

5 5 5 5 5

合　計
（①＋②）

123,471

①介護サービス利用
負担額合計

（１割負担の場合）
6,771

5 5

介護職員等
処遇改善加算(Ⅱ）※10

736 1,212 2,087

②月額利用料金 116,700 116,700 116,700 116,700 116,700

11,147 19,192 21,447 23,803 28,314

145,014

180 180

※介護サービス負担割合証にて2割負担または3割負担の方は介護サービス利用負担額（①）が変更となります。

・食材料費は1日単位でのご請求となります。　　・居室内電気使用は自己負担となります。36円/1ｋｗ

127,847 135,892 138,147 140,503 142,691

25,991

・その他ご本人の状態により別途請求項目がありますが、ご家族にご相談の上でのご請求となります。

 （例：経管栄養の栄養チューブ、消毒が必要な物品の消毒剤費用等、嚥下補助食品等、医療用物品等）

・衣類の洗濯を希望される方は5,500円/月でクリーニングサービスをご利用できます。

・高齢者施設等にて感染症発生時等に、協力医療機関と連携し適切に療養及び感染拡大防止を図ることで算定できる加算※8,※9

 オムツ代金請求に関しましては、ご使用に応じて1袋単位での請求となります。

 理美容は月に3回外部から散髪1,700円/回で受ける事ができます。別途、カラー・パーマあり。

・介護保険の給付以外のサービスとして理美容・おむつの提供に関しては別途ご負担願います。

・常勤の看護師と24時間連絡体制を確保する場合の加算（要支援の方は対象外）※4

・サービス提供体制強化加算として常勤職員の配置率に応じた加算※5

 個人の嗜好で使用するものにつきましては自己負担となります。

・管理費に含まれるものとして水道、共用部分の光熱費の他、お風呂用石鹸、シャンプー、リンス等含まれますが

 相当する単位数※10 を加算。

・介護現場の生産性向上へ向けた委員会を設置し、ICT等を活用して業務効率の改善を図ることで算定できる加算※7

・国が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善を実施しているものとして1ヶ月分の利用合計単位数の 122/1000に

・医療機関のリハビリ師訪問による助言を受け、身体機能の評価と機能訓練計画を行うことによる加算※6

180 180

・利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症やその他の心身状況を専門機関へ報告による加算※3

180 180

116,700 116,700

・日々の健康状態の記録と主治医への情報提供による加算（月の利用日数14日以下は算定不可）※1

・専門職員による日常生活自立度（ADL値）の測定と専門機関への提出による加算（要支援の方は対象外）※2

180

(9ｘ30日) (9ｘ30日)

270 270 270 270 270

(9ｘ30日) (9ｘ30日) (9ｘ30日)

24,390

ADL維持等加算(Ⅰ)※2 30 30 30

100

30 30

介護ｻｰﾋﾞｽ
利用料

5,490 9,390 16,260 18,270 20,370 22,320

(6ｘ30日)

(744ｘ30日) (813ｘ30日)

協力医療機関連携加算※１ 100 100 100 100 100 100

生活機能向上
連携加算(Ⅱ)※6

200 200 200 200

夜間看護
体制加算(Ⅱ)※4

ｻｰﾋﾞｽ提供体制
強化加算（Ⅲ）※5

(6ｘ30日)

10

(6ｘ30日) (6ｘ30日) (6ｘ30日) (6ｘ30日)

10

(6ｘ30日)

10

200 200 200

生産性向上推進
体制加算(Ⅱ)※７

10 10 10 10


